
 



令和３年第４回 

 

周南市農業委員会総会議事録 

 

１ 日 時  令和３年４月９日（金） 午前１０時２０分 ～ １１時１８分 

２ 場 所  周南市役所 ５階 委員会室３ 

３ 出席者等  

(１) 出席委員 １５人 

第１番  秋 貞 啓 子      第２番  有 馬 俊 雅 

第３番  岩 田   実      第４番  佐 伯 伴 章 

第５番  白 石 純 治      第７番  田 中 榮 作 

第10番  林   俊 一      第11番  原 田 雅 之 

第12番  弘 中   壽      第13番  藤 井   孝 

第14番  藤 原 典 子      第15番  松 田 孝 行 

第16番  山 崎 光 夫 

第17番  笠 井 保 雄（会長職務代理者） 

第18番  山 下 敏 彦（会長）        （１人欠員） 

(２) 欠席委員 ３人 

第６番  髙 橋   恵      第８番  歳 光 時 正 

第９番  野 村 邦 幸 

(３) 事務局職員 ５人 

局  長  山 本 尚 秀     次  長  杉 岡 清 伸 

次長補佐  時 重 智 一     書  記  重 岡 のぞみ 

書  記  和 田 智 幸 

(４) 関係部署職員 ５人 

産業振興部    部 長  山 本 敏 明 

産業振興部農林課 課 長  長 畠 和 彦 

産業振興部農林課 課長補佐（農政、６次産業化・地産地消担当）菅 田 浩 司 

産業振興部農林課 農林整備担当係長  坂 折 英 俊 



産業振興部農林課 農政担当主査    藤 野 純 子 

(５) 傍聴人 なし 

４ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名   

第２ 議決事項  

 議案第12号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について １件 

 議案第13号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について ８件 

 
議案第14号 農地法第３条第１項に規定する許可を要する農地等に係る

買受適格証明について 
１件 

 議案第15号 農地利用最適化推進委員の委嘱について １件 

 議案第16号 令和３年度周南市農業委員会事業計画の策定について １件 

第３ 報告事項  

 
報告第17号 農地法第３条の３の規定による農地等の権利取得の届出に

ついて 
５件 

 
報告第18号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出につ

いて 
１件 

 
報告第19号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出につ

いて 
11件 

 

報告第20号 農地法第５条第１項第８号及び農地法施行規則第53条の規

定による農地等の転用のための権利移動の制限の例外とし

ての届出について 

２件 

 
報告第21号 農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の報告

について 
６件 

 報告第22号 現況が農地でないことの証明について 10件 

 報告第23号 贈与税の納税の猶予に関する適格者証明について １件 

 報告第24号 相続税の納税の猶予に関する適格者証明について ４件 

 報告第25号 周南市内の農地賃借料情報について １件 

 報告第26号 令和３年度周南市農業委員会予算について １件 



山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

杉岡事務局次長 
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山本事務局長 

 

山本産業振興部長 
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長畠農林課長 

菅田課長補佐 

坂折担当係長 

藤野担当主査 

長畠農林課長 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、おはようございます。 

総会に先立ちまして、４月１日付けの人事異動について、ご報告いたし

ます。 

【人事異動報告】 

【新任の挨拶】 

それでは、次長の杉岡、主査の和田から、それぞれご挨拶申し上げま

す。 

【新任の挨拶】 

【新任の挨拶】 

次に、産業振興部の職員をご紹介いたします。 

初めに、山本産業振興部長より、ご挨拶いただきます。 

【挨拶】 

ありがとうございました。 

山本部長は、ここで退席となります。 

引き続き、長畠農林課長より、農林課職員の紹介と令和３年度の農林課

予算の概要につきまして、ご説明いただきます。 

【挨拶・職員紹介】 

【挨拶】 

【挨拶】 

【挨拶】 

【令和３年度農林課予算の概要の説明】 

ありがとうございました。 

農林課の職員も、ここで退席となります。 

 

 

 

 

 

 



山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（山下会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉岡事務局次長 

 

 

 

それでは、総会を開催いたします。 

携帯電話につきまして、マナーモード、電源確認をお願いいたします。 

次に、定足数の報告をさせていただきます。 

本日の総会の出席委員は、１８人中１５人で、周南市農業委員会会議規

則第９条の規定を充たしておりますので、総会は成立いたします。 

なお、本日の欠席は、第６番 髙橋 恵 委員、第８番 歳光 時正 

委員及び第９番 野村 邦幸 委員の３人で、周南市農業委員会会議規則

第５条の規定による欠席の届出がありましたので、ご報告いたします。 

それでは、議長よろしくお願いいたします。 

 

開会（午前１０時２０分 ～ ） 

 

皆さん、おはようございます。 

それでは、ただ今より令和３年第４回、周南市農業委員会総会を開会い

たします。 

これより議事に入ります。 

 

議事日程第１、議事録署名委員の指名ですが、周南市農業委員会会議規

則第２３条第２項に規定された議事録署名委員は、第２番 有馬 俊雅 

委員、第１３番 藤井 孝 委員、のご両名にお願いをいたします。 

 

議事日程第２、議決事項に入ります。 

それでは、議案第１２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついて」を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

１ページの議案第１２号、番号１番です。 

申請人は、記載のとおりで、高齢となり、今後耕作する予定もないこと

から、クヌギ２５本を植林し、今後管理するものです。 

申請地は、向道支所から北東へ約５３０メートルに位置し、所在、地



 

 

 

 

 

 

 

議長（山下会長） 

 

第１番 秋貞委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（山下会長） 

 

 

 

 

 

 

 

目、地積は、記載のとおりで、公図、現地写真は、配付資料のとおりで

す。 

農地転用許可基準につきまして、農地区分は、農業公共投資の対象にな

っていない小集団の農地で第２種農地に該当いたします。 

農地転用の確実性につきましては、事業計画書・資金計画書・被害防除

計画書など必要な書類も完備されており、許可基準を満たしています。 

以上でございます。 

ただ今の事務局からの説明に関連して、地区担当農業委員からの現地調

査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

１番、秋貞でございます。 

議案第１２号１番についてご報告いたします。 

申請地につきましては、去る３月２５日に事務局３名とともに申請人と

一緒に現地を確認して参りました。 

田となっている現地は、すでに長い間果樹などを植えられるなどされて

おります。自宅のすぐ裏となる申請地ですが、草刈りなどはされて守って

こられましたが、申請人も高齢となり、保全が難しくなったそうです。 

そこで、クヌギなどの植林により、離れて住む家族と共に荒廃を守って

いきたいとのことでした。 

山に接した土地ですので、植林されていた方が維持しやすいかと思われ

ます。 

以上、ご検討ください。 

ありがとうございました。 

ただ今の議案第１２号の案件について質疑を行います。 

ご意見、ご質問は、ございませんか。 

 （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１２号について採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議は、ございませんか。 

（異議なしの声あり） 



 

 

 

 

 

杉岡事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（山下会長） 

 

第 17 番 笠井委員 

 

 

 

異議がありませんので、議案第１２号は、許可と決定いたします。 

 

続きまして、議案第１３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請

について」の番号１番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

２ページから３ページの議案第１３号は、１議案８件です。 

番号１番をご説明いたします。 

申請人は、記載のとおりで、太陽光発電事業を行うため、日当たりが良

い申請地を購入し、パネル設置面積２，５３５．１４平方メートル、パネ

ル枚数１，２６０枚を設置するもので、発電出力は２４９．９キロワット

です。 

譲渡人は、相続により土地を取得しましたが、現在、耕作が困難とな

り、今後管理することができないため、譲受人に譲り渡すものです。 

譲受人は、土地の有効活用を図ろうとするものです。 

申請地は、熊毛総合支所から北東へ約２．１キロメートルに位置し、所

在、地目、地積は、記載のとおりで、公図、土地利用計画図、現地写真

は、配付資料のとおりです。 

農地転用許可基準につきまして、農地区分は、農業公共投資の対象にな

っていない小集団の農地で第２種農地に該当いたします。 

立地の代替性がなく、農地転用の確実性につきましては、事業計画書・

資金計画書・被害防除計画書など必要な書類も完備されており、許可基準

を満たしています。 

以上でございます。 

ただ今の事務局からの説明に関連して、地区担当農業委員からの現地調

査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

１７番の笠井です。 

第１番について、去る３月２３日、事務局と一緒に現地の確認調査を

し、申請人とは電話にて意思確認いたしました。 

申請地の位置、申請内容については事務局の説明の通りで間違いありま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（山下会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せん。 

申請地は以前の総会で議案説明した熊毛地区において豪雨災害で土石流

を受け、女性１名の方が亡くなられた場所から下流に約４、５００メート

ル下った、以前の議案で太陽光発電設備を設置した場所の市道を挟んだ向

かい側の農地です。この集落は中山間地域で豪雨災害を受け、３家族の方

が移住し、他の住民の方も高齢で限界集落となっています。また、サル、

イノシシの被害も多く、農地もほとんど休耕となっています。 

譲渡人は、相続により土地を取得しましたが、高齢である事と、家族が

いない事から耕作が困難となり、今後、管理することが出来ない為、譲渡

を決めたとの事です。 

譲受人は、売電事業を営む売電業者です。当該土地は、南向きで日当た

りも良く、太陽光パネル発電としては最も適した土地であり、周辺に住宅

もなく、他の農地に与える影響もないことから、譲り受けることとしたと

のことです。 

太陽光パネル１，２６０枚設置し、２４９．９キロワットの発電設備で

す。 

提出書類も完備し、問題ないと思われます。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

ただ今の議案第１３号、番号１番の案件について質疑を行います。 

ご意見、ご質問は、ございませんか。 

 （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１３号、番号１番について採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議は、ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第１３号、番号１番は、許可と決定いたし

ます。 

 



 

 

杉岡事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（山下会長） 

 

第 11 番 原田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、議案第１３号、番号２番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

番号２番をご説明いたします。 

申請人は親子関係で、父親の所有する土地に農家住宅を建てるため申請

書が提出されたものです。 

申請地は、熊毛総合支所から南東へ約２．１キロメートルに位置し、所

在、地目、地積は、記載のとおりです。 

公図、土地利用計画図、配置図、建物求積図、立面図、現地写真は、配

付資料のとおりです。 

農地転用許可基準につきまして、農地区分は、都市計画法第８条第１項

第１号に規定する用途地域が定められている第３種農地に該当いたしま

す。 

農地転用の確実性につきましては、事業計画書・資金計画書・被害防除

計画書など必要な書類も完備されており、許可基準を満たしています。 

以上でございます。 

ただ今の事務局からの説明に関連して、地区担当農業委員からの現地調

査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

１１番の原田です。 

議案第１３号２番について補足説明いたします。 

去る３月２３日に現地確認及び申請人と意思確認いたしましたので報告

いたします。 

申請地は熊毛インターの近くで、現状は耕作がされていないものの、管

理された状態でした。 

貸付人の話では、数年前の豪雨の際、冠水直前となって、その後、農地

改良で周辺農地との境に擁壁を設置し、嵩上げを行っているとのことです

が、この農地は土地も悪く畑作をしたもののなかなか良い結果が得られな

いということでした。この度息子夫婦が新居を建てるということとなって

実家近くに土地を探していたので、申請地を貸すとのことでした。 

借受人家族は現在アパートに居住しているのですが子供が生まれ、実家



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（山下会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉岡事務局次長 

 

 

 

 

近くに住居を建てたいと考え申請地を借り受けるとの事でした。 

事業計画書、立面図、平面図、被害防除計画書に添って調査いたしまし

たが、東側隣接農地から７メートル間隔をとっており、日当たりは影響な

いと考えます。 

他周辺は住居、貸付人所有農地、公道で、雨水は農業用水路への放流で

すが、汚水の流入はありません。家庭用雑排水は公共下水道への排水とい

うことで、周辺農地への影響は無いと考えます。また市道との接続です

が、担当部局と協議が進行中で、許可が得られる見込みとの事です。 

息子夫婦が、孫と一緒に近くに住むということは貸付人にとっても大変

喜ばしいことと考えます。 

問題ないと考えますのでご審議の程よろしくお願いします 

ありがとうございました。 

ただ今の議案第１３号、番号２番の案件について質疑を行います。 

ご意見、ご質問は、ございませんか。 

 （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１３号、番号２番について採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議は、ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第１３号、番号２番は、許可と決定いたし

ます。 

 

続きまして、議案第１３号、番号３番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

番号３番をご説明いたします。 

申請人は、記載のとおりで、駐車場等へ転用しようとするものです。 

譲渡人は、相続で取得後も耕作しておらず、耕作目的での譲渡をあたっ

たところ、見つからなかったため、空き家と共に有効利用してくれる譲受

人に譲り渡すものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（山下会長） 

 

第 17 番 笠井委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

譲受人は、中古住宅を購入するにあたり、家族４人分の駐車場を確保す

るため、また、自身が経営する自動車整備工場が手狭のため、資材置場や

作業場などに活用するため、譲り受けるものです。 

申請地は、熊毛総合支所から北東へ約１．３キロメートルに位置し、所

在、地目、地積は、記載のとおりで、公図、土地利用計画図、現地写真

は、配付資料のとおりです。 

農地転用許可基準につきまして、農地区分は、都市計画法第８条第１項

第１号に規定する用途地域が定められている第３種農地に該当いたしま

す。 

農地転用の確実性につきましては、事業計画書・資金計画書・被害防除

計画書など必要な書類も完備されており、許可基準を満たしています。 

以上でございます。 

ただ今の事務局からの説明に関連して、地区担当農業委員からの現地調

査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

１７番の笠井です。 

第３番について、去る３月２３日に事務局と一緒に現地の確認調査を

し、申請人とは後日会って意思確認いたしました。 

申請地の位置、申請内容については事務局の説明の通りで間違いありま

せんので省略します。 

申請地は県道とＪＲ岩徳線との間に位置し、住宅の裏側に位置しており

ます。住宅の間の通路を入った裏側で、現況は黒マルチが全面敷いてあっ

て管理されてました。 

申請地は譲渡人の両親が隣接する中古住宅において食料品店を営んでい

ましたが、両親が亡くなり、住宅も空家となり、農地も約２０年休耕とな

り、住宅、農地共に相続したか、遠隔地に住んでいる為、管理が不十分又

は負担となるため、今回隣接する中古住宅と共に農地も一緒に譲渡するこ

ととしたとのことです。 

譲受人は現在旧徳山市内に居住しており、熊毛地区において自動車整備

業、板金塗装等の自営業者です。居住地と離れているため家族の駐車場も
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杉岡事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

無く、不便であったとのことです。今回手ごろな中古住宅が近くに見つか

ったため、引っ越しを決めたそうです。長年耕作していない隣接する農地

も一緒に購入し、家族４人分の駐車場の確保と、代車の保管、自動車部品

置場として使用したいとのことです。 

申請地は隣接する住宅横の進入路のみで、他の進入路はありません。そ

の為非常に農地性の低いもので、周辺農地に与える影響も無いと思われま

す。提出書類も完備していて、問題ないと思われます。 

以上、ご審議の程よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

ただ今の議案第１３号、番号３番の案件について質疑を行います。 

ご意見、ご質問は、ございませんか。 

 （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１３号、番号３番について採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議は、ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第１３号、番号３番は、許可と決定いたし

ます。 

 

続きまして、議案第１３号、番号４番を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

番号４番をご説明いたします。 

申請人は、記載のとおりで、太陽光発電事業を行うため、日当たりが良

い申請地を購入し、パネル設置面積５３５．１４平方メートル、パネル枚

数３２４枚を設置するもので、発電出力は４９．５キロワットです。 

譲渡人は、高齢により管理することが困難となってきたため、譲受人に

譲り渡すものです。 

譲受人は、太陽光発電事業による長期安定型の事業収益確保を図ろうと

するものです。 
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第 14 番 藤原委員 

 

 

 

 

申請地は、湯野支所から南へ約７６０メートルに位置し、所在、地目、

地積は、記載のとおりで、公図、土地利用計画図、現地写真は、配付資料

のとおりです。 

農地転用許可基準につきまして、農地区分は、農業公共投資の対象にな

っていない小集団の農地で第２種農地に該当いたします。 

立地の代替性がなく、農地転用の確実性につきましては、事業計画書・

資金計画書・被害防除計画書など必要な書類も完備されており、許可基準

を満たしています。 

以上でございます。 

ただ今の事務局からの説明に関連して、地区担当農業委員からの現地調

査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

１２番の弘中です。 

議案第１３番４号、去る３月２９日、事務局と申請地を確認いたしまし

た。 

譲渡人、譲受人双方とは所有権移転の確約がなっておることを確認した

ものであります。 

これが設置にあたってはですね、周辺を取り巻く農業用の農地、農業用

水路水系等、こういったものに対する悪影響はないものと確認をされま

す。 

以上でございます。 

ありがとうございました。 

ただ今の議案第１３号、番号４番の案件について質疑を行います。 

ご意見、ご質問は、ございませんか。 

 藤原委員 

詳しい事は良く分からないんですけど、単純に考えて１番の案件と４

番、５番、６番の案件を比べてみたら、農地の面積が１番と４番、５番は

二分の一なんですけど、設置するパネルの数は４番、５番は四分の一くら

いの数になるんですけど、それから考えて４番、５番、６番は本当にこれ

だけの面積が必要なのかどうかというのが単純な疑問なんですけど、太陽
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光発電を行うにあたって、パネルの設置と面積との関係についての何か基

準というか制限的なものはあるんでしょうか。 

ただ何もそういったものはなしで、広い面積でも適当に割り当てて、あ

まり１番は結構詰まっている感じがするんですけど、４番、５番、６番は

結構間があいて置かれているんですけど、こういったものに関する何かあ

るのかなと思いまして。 

事務局 

分かる範囲でお答えしたいと思います。 

こういうものはですね、建ぺい率というものがございます。 

４番については建ぺい率が２２パーセントになっています。 

また、詳しいところはですね、設置に関しては建ぺい率を基に各業者が

決めて参ります。 

ですから、２２パーセントの場合はですね、若干ちょっと広い面積とか

なってくると思います。 

藤原委員 

ちなみに５番、６番は。 

事務局 

先程の補足なんですが、建ぺい率２２パーセントを満たすほかにも、た

とえば変形地の場合ですね、使いにくい細いところとかは建ぺい率の計算

から除外しますし、同じく日陰となっているような、段差のある部分につ

いても除外するようになっています。 

それから農地転用はあくまで最低限という趣旨ですので、そういった土

地でも空き地が極端に広くなるような場合は認めておりませんので、いず

れの条件についても適応している場合について認めております。 

以上です。 

他にご質問はございませんか。 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１３号、番号４番について採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議は、ございませんか。 
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第 15 番 松田委員 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第１３号、番号４番は、許可と決定いたし

ます。 

 

続きまして、議案第１３号、番号５番及び番号６番ですが、申請人が同

一で土地も隣接していますので、一括議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

番号５番及び番号６番を一括してご説明いたします。 

申請人は、記載のとおりで、番号５番は、太陽光発電事業を行うため、

日当たりが良い申請地を購入し、パネル設置面積５３８．７７平方メート

ル、パネル枚数２４４枚を設置するもので、発電出力は４９．５キロワッ

トです。 

番号６番は、番号５番の進入路として、使用貸借で申請されています。 

譲渡人は、高齢で遠方でもあり、今後の管理が困難なため、番号５番

は、譲受人へ譲り渡し、番号６番は、貸し出すものです。 

譲受人は、太陽光発電事業による長期安定型の事業収益確保を図ろうと

するものです。 

申請地は、鹿野総合支所から南へ約６８０メートルに位置し、所在、地

目、地積は、記載のとおりで、公図、土地利用計画図、現地写真は、配付

資料のとおりです。 

農地転用許可基準につきまして、農地区分は、農業公共投資の対象にな

っていない小集団の農地で第２種農地に該当いたします。 

立地の代替性がなく、農地転用の確実性につきましては、事業計画書・

資金計画書・被害防除計画書など必要な書類も完備されており、許可基準

をすべて満たしています。 

以上でございます。 

ただ今の事務局からの説明に関連して、地区担当農業委員からの現地調

査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

１５番の松田です。 
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３月２７日にですね、事務局３名と私と、４名で現地を確認に行きまし

た。 

この土地はですね、水の関係がものすごい辛い土地なんですよ。それと

同時に譲渡人自体がですね、下松から鹿野まで通って田を作られていたと

いう関係で、本人からすればですね、もう疲れたと言われたんですね。疲

れて田をこれ以上、水が辛い状態の中で、水を何回も見に下松から鹿野ま

で上がってくるのは疲れたので、悪いけど手放すんだという話をされまし

た。僕も、それ以上手放すなとちょっと言えないんで、了解をしたところ

なんです。内部的にですね、水がもらえないような土地なんです、２反は

ですね。 

ただパネルの面積がちょっと少ないかなという感じがあったのですが、

それはまあハッキリ言って反対側が何て言うんですかね、擁壁が組んであ

ってその辺に近づけない、建設ができないからパネル自体がですね、ちょ

っと数が少ないかなという感じはいたしました。 

以上です。よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

ただ今の議案第１３号、番号５番及び番号６番の案件について、質疑を

行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

 （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１３号、番号５番及び番号６番について、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第１３号、番号５番及び番号６番は許可と

決定いたします。 

 

続きまして、議案第１３号、番号７番及び番号８番ですが、申請人が同

一で土地も隣接していますので、一括議題といたします。 
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第 17 番 笠井委員 

 

 

 

 

 

 

事務局より議案の説明をお願いします。 

番号７番及び番号８番を一括してご説明いたします。 

申請人は、記載のとおりで、番号７番は、番号８番の管理自動車の駐車

場として、番号８番は、太陽光発電事業を行うため、日当たりが良い申請

地を購入し、パネル設置面積１，３５８平方メートル、パネル枚数７００

枚を設置するもので、発電出力は１４０キロワットです。 

譲渡人は、何れの農地も管理が困難なため、譲受人へ譲り渡すもので

す。 

譲受人は、太陽光発電事業による長期安定型の事業収益確保を図ろうと

するものです。 

申請地は、熊毛総合支所から北東へ約１．１キロメートルに位置し、所

在、地目、地積は、記載のとおりで、公図、土地利用計画図、現地写真

は、配付資料のとおりです。 

農地転用許可基準につきまして、農地区分は、都市計画法第８条第１項

第１号に規定する用途地域が定められている第３種農地に該当いたしま

す。 

農地転用の確実性につきましては、事業計画書・資金計画書・被害防除

計画書など必要な書類も完備されており、許可基準をすべて満たしていま

す。 

以上でございます。 

ただ今の事務局からの説明に関連して、地区担当農業委員からの現地調

査の結果及び補足説明をお願いいたします。 

１７番の笠井です。 

関連議案ですが８番の方から説明した方がいいので８番の方から説明し

ます。 

去る、３月２３日事務局と一緒に現地の確認調査をし、申請人とは電話

にて意思確認いたしました。 

申請地の位置、申請内容については事務局の説明の通りで間違いありま

せん。 
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申請地は以前は水稲を耕作されていましたが、ご主人が亡くなられてか

らは、ここ２、３年休耕管理をされていました。高齢であることからも、

今後管理も困難となることから、譲渡を考えていたところ、譲受人から商

談を受け、譲渡を決めたとのことでした。 

譲受人は売電事業を営む売電業者さんです。太陽光発電事業を行う自己

所有の土地がなく、用地を探していたところ、譲渡人の所有する土地がそ

れに適していたため、これを譲り受け、太陽光発電事業を行うとのことで

した。 

太陽光パネル７００枚を設置し、１４０．０キロワットの発電設備で

す。 

提出書類も完備し、問題ないと思われます。 

続きまして、第７番について説明させて頂きます。 

この３月２３日事務局と一緒に、先ほどの８番の議案と一緒に、確認を

いたしました。 

これも申請内容については事務局の説明の通りで間違いありません。 

申請地は写真のように、議案第８番の農地の市道を挟んだ向かい側に位

置し、約６０平方メートルの狭小の農地で黒マルチが全面に敷いて管理さ

れていました。 

申請内容については、議案第８番の太陽光発電設備を管理する管理自動

車の駐車スペースとして、あるいは資材置き場として、譲り受けるとのこ

とでした。 

譲渡人、譲受人共に第８番と同一の為、説明は省略します。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

ただ今の議案第１３号、番号７番及び番号８番の案件について、質疑を

行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

 （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 
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議案第１３号、番号７番及び番号８番について、採決を行います。 

 許可とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第１３号、番号７番及び番号８番は許可と

決定いたします。 

 

続きまして、議案第１４号「農地法第３条第１項に規定する許可を要す

る農地等に係る買受適格証明について」を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

４ページの議案第１４号、番号１番です。 

農地法第３条第１項に規定する許可を要する農地等についての買受適格

証明願いがありましたので、買受人となった場合は、農地等の権利移動の

許可が得られるものであることを証明することについて、ご審議をお願い

するものです。 

所在、地目は、記載のとおりで、１筆の６５１平方メートルでございま

す。 

譲受人は、農地所有適格法人の常時従事者であり、譲り受けた農地をそ

の法人に貸し付けるものです。 

以上でございます。 

ただ今の議案第１４号の案件について、質疑を行います。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

 （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１４号について、採決を行います。 

 承認することに、ご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第１４号は、承認することに決定いたしま

す。 
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続きまして、議案第１５号「農地利用最適化推進委員の委嘱について」

を議題といたします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

５ページの議案第１５号は、第２１区の農地利用最適化推進委員の欠員

が生じたため、令和３年２月１日から２月２６日の概ね１ヶ月間、公募を

行いましたところ、１人の応募者がございましたので、３月１０日に周南

市農地利用最適化推進委員評価委員会を開催し、候補者の評価を行ったと

ころです。 

農地利用最適化推進委員の委嘱につきましては、農業委員会に関する法

律第１７条第１項の規定により、農業委員会が委嘱することとなっており

ますことから、本議案において、お諮りするものです。 

農地利用最適化推進委員候補者の氏名等につきましては、記載のとおり

で、委嘱期間は、本日から令和５年７月２３日までとなります。 

以上でございます。 

ただ今の議案第１５号の案件について、質疑を行います。 

ご意見、ご質問は、ございませんか。 

 （なしの声あり） 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

議案第１５号について、採決を行います。 

 承認することに、ご異議は、ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第１５号は、承認することに決定いたしま

す。 

 

続きまして、議案第１６号「令和３年度周南市農業委員会事業計画の策

定について」を議題といたします。 

それでは、私から提案の説明を申し上げます。 

６ページの議案第１６号は、別紙１のとおり、令和３年度周南市農業委

員会事業計画（案）をまとめましたので、本事業計画を策定することにつ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 番 山崎委員 

 

 

 

 

 

 

きまして、ご審議を求めるものです。 

別紙１では、先月の協議会でお配りしたものからの修正箇所を青色で示

しています。 

最初に、全体の構成がわかるように目次を設けました。 

本文は３ページから始まりますが、３ページでは、本市の農業及び農業

者の公的代表機関として事業展開するにあたっての基本方針及び６つの事

業方針を述べ、重点事項として、（１）農地等の利用の最適化の推進、

（２）農地法等の適正執行、（３）農業委員会組織の体制整備と活動強化

の３項目を掲げています。 

４ページ、５ページは、会議の開催・出席として総会の日程等の組織運

営に関することを記載しています。 

６ページから１２ページが、メインの活動計画で、先にお伝えした基本

方針、事業方針の下、（１）農地等の利用の最適化を推進する活動、（２）

農地法等関係活動、（３）組織活動、（４）研修活動、（５）情報提供活

動、（６）日常活動、（７）その他の活動の７つの活動を実行する計画とし

ています。 

最後の１３ページには、年間活動計画表として主要業務のスケジュール

を記載し、全体として「事業計画」としております。 

以上でございます。 

ただ今の議案第１６号の案件について、質疑を行います。 

ご意見、ご質問は、ございませんか。 

 山崎委員 

 ちょっと質問します。 

 この事業計画ですか、普通、組織の中で事業計画を立てるときはです

ね、予算もセットになっていると思うんですよ。事業計画イコール予算と

いうことで、この事業計画の中に色々と今からやろうとしている事業につ

いて、計画の中で予算が全然見えないと、どういう状態になっているか。 

 農業委員会の予算を見ますとね、まあ皆さん見てもらったらすぐ分かる

ようにですね、前年と対比して減額になっているんですよ、少なくなって
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いると、そういうところから見てもね、これは単なるね、これ私単純に考

えて単なる事業計画かどうか、普通、事業計画を立てる場合はですね、予

算とセットになっているんですよ。 

この事業計画を推進するためにはこういう予算が伴うと、いうことから

ね、普通そうなっているのがね、これは全然それがそうなっていないと、

これは総会の席で説明がないと単なるね、事業計画かどうか、そのあたり

を詳しく説明して欲しいと言うことです。 

 先ず予算を伴うかどうかという話なんですけど、これは既定の予算の中

でやっていけるという風には考えております。 

 例えば６月の時に、目標達成に向けた活動計画なんかもですね、農業委

員会としては作っていると思いますけれども、それに対する予算が別にあ

る訳でもないというか、そこで予算の審議をしている訳でもないですし、

これは精神的なものもありますし、全体の進め方というか、私は農業委員

になったときに、全体がつかめなかったので、他市を見ますと事業計画を

きちんと作って、事業報告もする、他市の農業委員会も作っておりますの

で、こういうスタイルで全体を示して、それに向かって取り組んでいこう

ということで、この事業計画を作った訳です。 

 通常の、何とか会の事業計画とか予算とかという訳ではなくて、農業委

員会の場合は、この後で農業委員会の予算ということで報告がありますけ

ど、それとは別に特別に予算がいる訳ではないと考えております。 

山崎議員 

例えばですね、研修活動とかその中で、リーフレットの配付とかね、デ

ジタルとか何かね、ＩＴ関係のものが出ていたと思うんですよ。 

そういったことにね、取り込んでいこうと言う事であればね、予算とい

うものが必要ではなかろうかと。 

私が言いたいのは、こういう事業計画をね、立てるにあたってはね、予

算とセットで出すべきではなかろうかと。 

そこまで急いでこれを出す必要があるかどうかということなんですよ。 

現にね、同じことを繰り返すようですが、予算がね、前年に対して少な
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くなっているでしょう。そういったことから考えるとね、ちょっとどうか

のという、事業計画が先行しているように思えてならんのですよ。 

以上です。 

図書についてはですね、今まで皆さんも色々なパンフレットや資料を常

に受け取られていると思いますから、その分で別段特別な予算がいるとい

う訳ではないと思います。 

デジタル化の推進については、今後の検討課題と言う事で書かれており

ますけれど、もし、これで検討した結果、例えば総会でタブレットが必要

という事になれば、市当局に予算措置をお願いしなければならないと考え

ております。 

 以上です。 

弘中委員 

１７番の弘中ですが、事業計画を年度始めに示されて、皆さん方に提案

されていくこと、これは確かに長い農業委員会の総会の歴史の中でも初め

てのような気がします。 

従って、こういう風に年中行事が運用されるものでありますよというこ

とを農業委員会の皆さん方にも確認をして頂こうという趣旨の提案だと思

いますので、大変結構なことではないかと思います。 

以上です。 

事務局 

先程の予算のこと、ご意見いただきましてありがとうございます。 

資料としては、別紙３に予算がありますが、事務局の中で確認しました

ところ、減った理由としましては、職員の人件費の部分と、通信運搬費の

所ではないかということでございまして、職員につきましては、職員構成

が変更したことによるもので、これにつきましては、また後日、正確なと

ころを確認させて頂きまして、資料を送らせて頂けたらと思いますので、

どうかよろしくお願いします。 

その他ご質問はありますか。 

藤原委員 
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ちょっとわからなかったのが、９ページの３行目に農業及び農業者の代

表機関と書いてあったんですが、農業の代表機関なんですか、農業の代表

機関であり農業者の代表機関。 

そういうことです。 

公的な代表ということで、法律の方もそうですし、例えばですね、表紙

の裏面に農業委員会憲章があって、その１番に農業委員会は農業・農村の

代表として云々となっておりますから、普通に言われていることはそうい

うことになります。 

藤原委員 

代表機関と書いてあります。 

農業委員会は機関ですね、機関は間違いございません。 

藤原委員 

農業の代表機関なんですか。 

他にも言葉尻でとらえると難しんですけど。 

藤原委員 

農業・農村を守るというのは分かりますけど。 

事務局 

言葉に限ってご説明させて頂ければと思うんですけど、農業委員会憲章

に、農業・農村の代表としてとありますように、農業の代表ということは

すんなりご理解ご理解いただけると思います。 

それで機関というのは、ある意味行政的なところなんですけど、例えば

市長部局であれば市長が代表機関といいます様にある意味組織的に使われ

ることが多くあります。ですから、そういうことで読んでいただければな

というところはあります。 

どうかご理解いただけたらと思います。 

その他ご質問はありませんか。 

特に発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 

なお、意味の変わらない、「てにをは」のような簡易な修正について

は、会長にご一任を頂きたいと思います。 
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そのことを踏まえ、議案第１６号について、採決を行います。 

 承認することに、ご異議は、ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議がありませんので、議案第１６号は、承認することに決定いたしま

す。 

 

続きまして、議事日程第３、報告事項に入ります。 

報告第１７号「農地法第３条の３の規定による農地等の権利取得の届出

について」、事務局より報告事項の説明をお願いします。 

７ページから８ページの報告第１７号は、農地等を相続等により所有権

移転した旨を農業委員会に届出するもので、今回は５件ございました。 

内容は記載のとおりで、事務局長専決により書類を受理いたしましたの

で、ご報告いたします。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で、報告第１７号を終わります。 

 

続きまして、報告第１８号「農地法第４条第１項第８号の規定による農

地転用届出について」、事務局より報告事項の説明をお願いします。 

９ページの報告第１８号は、市街化区域内にある農地をあらかじめ農業

委員会に届け出て、農地以外のものに転用するもので、許可は不要とされ

ています。今回は１件です。 

内容は記載のとおりで、添付書類も完備されており､事務局長専決によ

り書類を受理いたしましたので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で、報告第１８号を終わります。 

 

続きまして、報告第１９号「農地法第５条第１項第７号の規定による農
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地転用届出について」、事務局より報告事項の説明をお願いします。 

１０ページから１２ページの報告第１９号は、市街化区域内にある農地

等を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地等以外のものに転用するた

めの権利を取得するもので、許可は不要とされています。今回は１１件で

す。 

内容は記載のとおりで、添付書類も完備されており､事務局長専決によ

り書類を受理いたしましたので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で、報告第１９号を終わります。 

 

続きまして、報告第２０号「農地法第５条第１項第８号及び農地法施行

規則第５３条の規定による農地等の転用のための権利移動の制限の例外と

しての届出について」、事務局より報告事項の説明をお願いします。 

１３ページの報告第２０号は、農地法施行規則第５３条第５号に定める

市が行う河川災害復旧工事のための転用で、許可は不要とされ、農業委員

会に文書を提出することになっています。今回は２件です。 

内容は記載のとおりで、添付書類も完備されており、事務局長専決によ

り書類を受理いたしましたので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で、報告第２０号を終わります。 

 

続きまして、報告第２１号「農地法第６条第１項の規定による農地所有

適格法人の報告について」事務局より報告事項の説明をお願いします。 

１４ページの報告第２１号「農地法第６条第１項の規定による農地所有

適格法人の報告について」の農地所有適格法人は、農地法第６条第１項及

び農地法施行規則第５８条の規定により、毎年、事業の状況などを事業年

度終了後３ケ月以内に農業委員会に報告しなければならない、とされてい
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るもので、今回は６件です。 

添付書類も含め完備しており、農地所有適格法人としての農地法第２条

第３項に規定された法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件を充

たしておりましたので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で報告第２１号を終わります。 

 

続きまして、報告第２２号「現況が農地でないことの証明について」、

事務局より報告事項の説明をお願いします。 

１５ページから１６ページの報告第２２号は、登記簿上の地目が田又は

畑で、現況が田又は畑以外になっている土地について、地目の変更登記を

しようとする方からの申請に基づき証明をするもので、今回は 10件で

す。 

内容は記載のとおりで、現地も確認いたしました。 

添付書類も完備されており､事務局長専決により非農地である旨の確認

及び証明をいたしましたので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で、報告第２２号を終わります。 

 

続きまして、報告第２３号「贈与税の納税の猶予に関する適格者証明に

ついて」、事務局より報告事項の説明をお願いします。 

１７ページの報告第２３号は、租税特別措置法第７０条の４第１項の規

定による農地等についての贈与税の納税の猶予に関する適格者証明願い

で、今回は１件です。 

内容は記載のとおりで、現地を確認いたしました。 

添付書類も完備されており､事務局長専決により適格者である旨を証明

いたしましたので、ご報告いたします。 
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以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で、報告第２３号を終わります。 

 

続きまして、報告第２４号「相続税の納税の猶予に関する適格者証明に

ついて」、事務局より報告事項の説明をお願いします。 

１８ページの報告第２４号は、租税特別措置法第７０条の６第１項の規

定による農地等についての相続税の納税の猶予に関する適格者証明願い

で、今回は４件です。 

内容は記載のとおりで、現地を確認いたしました。 

添付書類も完備されており､事務局長専決により適格者である旨を証明

いたしましたので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で、報告第２４号を終わります。 

 

続きまして、報告第２５号「周南市内の農地賃借料情報について」、事

務局より報告事項の説明をお願いします。 

１９ページの報告第２５号は、農地法第５２条の規定により周南市内の

農地の賃借料情報を別紙２のとおり、取りまとめましたので、ご報告いた

します。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で、報告第２５号を終わります。 

 

続きまして、報告第２６号「令和３年度周南市農業委員会予算につい

て」、事務局より報告事項の説明をお願いします。 

２０ページの報告第２６号は、令和３年度周南市予算が成立しましたの

で、別紙３のとおり、周南市農業委員会の予算について、ご報告いたしま
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す。 

以上でございます。 

説明が終わりました。 

以上で、報告第２６号を終わります。 

 

これを持ちまして、本日の議事日程は、全て終了いたしましたので、令

和３年第４回、周南市農業委員会総会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

閉会（午前１１時１８分） 
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